
観光立国懇談会報告書 

 平成１５年４月２４日 観光立国懇談会 

 

Ⅱ 観光立国実現への課題と戦略 

 １．観光立国への総合的な戦略展開 

 「日本の街は、外国人が一人歩きしにくい状況にある。」 

 

４．魅力を活かす環境整備 

(３)外国人が一人歩きできるように 

「日本は、外国人が一人歩きできる環境を整備しなければならな

い。」 

 

 

観光立国行動計画  

平成１５年７月３１日 観光立国関係閣僚会議 

 

Ⅳ。観光立国に向けた環境整備 

 Ⅳ－１。快適な観光を支える国内環境整備 

１． 外国人の一人歩きも可能な親切・快適空間の形成 

(２)外国人にも分かる、利用できる標識等の整備 

 

○外国人旅行者にもやさしい観光交流空間づくり 

「各種案内標識の計画・整備等に関するガイドラインを作成すると

ともに、案内標識の設置状況、利用状況等を点検して、策定した整

備計画に基づく案内標識の計画的・重点的な整備を支援する。」 
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①支援措置番号 230007

②担当省庁 国土交通省、環境省

③支援措置事項名 案内標識に関するガイドラインの策定

④措置区分 運用

⑤支援措置に係る法
令等の名称及び条項

なし

⑥支援措置に係る法
令等の現行規定の概
要

なし

⑦支援措置を設ける
趣旨

案内標識等の整備手法について事業実施主体間の調整を図り、観光振興に
資する案内標識整備等を推進することにより、外国人を含めた観光客の利便
性の向上等を図ります。

⑧支援措置の内容

　（ア）道路、河川、公園、交通機関、観光施設、自然公園施設などに設置さ
れている案内標識等に関して、景観への配慮方策、外国語表記法等のルー
ル化が望ましい事項について、「観光活性化標識ガイドライン」をとりまとめま
す。
　（イ）また、観光振興の観点から、当該ガイドラインに基づき、外国人にもわ
かりやすく景観に配慮した案内標識を、各事業実施主体が統一的に整備しま
す。

⑨今後の検討スケ
ジュール

（ア）平成１６年度早期にとりまとめる予定です。
（イ）平成１６年度に統一的整備に着手します。

⑩特記事項

特になし

yamada-k2e4
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地域再生について

地域再生本部の設置

地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的

に推進するため 、平成１５ 年１０ 月に、内閣に「地域再生本部」が設置され た。

地域再生推進のための基本方針

地域再生の取り組み方針等を定めた基本方針が地域再生本部により 決定さ

れた。（平成１５ 年１２ 月）

地域再生構想の提案募集

地域再生推進のための基本方針に基づき、地域再生の実現のため国が行う
支援措置について、地方公共団体や民間事業者等からの 提案を募集した 。
（平成１５ 年１２ 月～１６ 年１月）

地域再生推進のためのプログラム

地方公共団体や民間事業者等からの 提案について検討した 結果、地域再生
の実現のため国が講ずる支援措置を「地域再生推進のためのプログラム 」とし
て地域再生本部が決定した 。（ 平成１６ 年２月）
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観光活性化標識ガイドライン について

地域再生構想の提案募集

神奈川県の提案

「国における 観光地の標識や案内板等の統一様式の作成」

など計８団体から、観光の観点から案内標識に関する提案がなされた 。

提案に対する回答

上記提案を受け、分類に応じた 各案内標識の課題点を把握した 上で、ルール

化や統一が必要な事項については ガイドライン として 定めることを 検討するこ
ととした 。

地域再生推進のためのプログラム

観光客にやさしい 案内標識を実現することにより 、地域観光の活性化を支援
するため 、次の内容がプログラム に盛り込まれた。

案内標識に関するガイドラインの策定
道路、河川、公園、交通機関、観光施設等に設置されている案内標識等に

関して、景観への配慮方策、外国語表記法等のルール化が望ましい事項につ
いて、「観光活性化標識ガイドライン」を取りまとめる。また、観光振興の観点
から、当該ガイドラインに基づき、外国人にも分かりやすく景観に配慮した案内
標識を、各事業実施主体が統一的に整備する。




